
135 

 

公益財団法人佐賀市スポーツ協会各種大会選手派遣補助事業実施要項 

 

１ 目  的 

佐賀市在住者が、佐賀県以外で開催される九州規模、全国規模及びその他の
各種大会に出場する場合、選手派遣経費の一部を補助することにより、スポー
ツへの意欲の高揚と競技力の向上を目的とする。 

２ 補助対象大会 

        一般（社会人）を対象とした大会で、公益財団法人日本スポーツ協会及びそ
の傘下にある各都道府県体育（スポーツ）協会、各競技団体が主催又は主管し、
以下に定める大会とする。 

       （1）文部科学省・厚生労働省・都道府県教育委員会・市町村教育委員会が主
催又は主管する大会。ただし、国民体育大会及び同ブロック大会は補助対
象外とする。 

       （2）予選を経て出場する大会。ただし、未普及種目については、選考会、又

は選抜により出場する大会 

       （3）その他、会長が特に認める大会 

県民スポーツ大会、郡市対抗県内一周駅伝大会など 

３ 補助金額 

九州大会規模については、一人当たり 2,700 円、全国大会規模については、
一人当たり 4,500 円とする。 

 上記以外の場合の補助金額は別表１のとおりとする。 

４ 補助対象者 

        補助の対象者は、佐賀市内在住の一般の選手に限る。 

ただし、一般を対象とした大会や一般との合同チームで参加する小・中・高・
大学生は対象とする。 

５ 補助金交付申請手続き等 

        公益財団法人佐賀市スポーツ協会補助金交付規則に基づき手続を行う。 

６ 補助金の返還 

次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部を返還させるも
のとする。 

      （1）この要項に違反したとき 

      （2）補助金の使途について不正があったとき 

７ その他 

   （1）実際に大会に参加する選手を補助の対象とする。 

    

附  則 

（施行期日） 

この要項は、公益財団法人佐賀市体育協会の設立の登記の日から施行する。 

  附  則（平成２８年３月２５日第６号） 

（施行期日） 

この改正要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この改正要項は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この改正要項は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この改正要項は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表１                            単位：円(１人当たり) 

大会規模 

開 催 地 

九州 沖縄県 九州・沖縄以外 国外 

九州大会 ２，７００ ２，７００ － － 

全国大会 ２，７００ ４，５００ ４，５００ － 

ブロック大会 

(西日本大会等) 
２，７００ ４，５００ ４，５００ － 

国際大会 ９，０００ ９，０００ ９，０００ １５，０００ 

郡市対抗県内一

周駅伝大会 
９，０００ 

県民スポーツ 

大会 

佐賀・多久・小城 １，０００ 

唐津・伊万里・玄海・有田 ２，０００ 

武雄・鹿島・嬉野・杵島・藤津地区 １，６００ 

鳥栖・神埼・三神地区 １，４００ 

 


